
令和7年度 帯状疱疹ワクチン定期接種のお知らせ 

帯状疱疹の予防接種を受ける方に接種費用の一部を助成します 

帯状疱疹とは水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱（水ぶく
れ）が現れる皮膚の病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治まった後にも痛みが残ることがあり、日
常生活に支障をきたすこともあります。 

 
【令和7年度の接種対象者】 
①令和7年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上となる方 
（100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。） 

 
 

年齢 生年月日 

６５歳 昭和３5年４月２日～昭和３6年４月１日生まれ 

７０歳 昭和30年４月２日～昭和31年４月１日生まれ 

７５歳 昭和２5年４月２日～昭和２6年４月１日生まれ 

８０歳 昭和20年４月２日～昭和21年４月１日生まれ 

８５歳 昭和１5年４月２日～昭和１6年４月１日生まれ 

９０歳 昭和 10年４月２日～昭和 11年４月１日生まれ 

９５歳 昭和 5年４月２日～昭和 6年４月１日生まれ 

１００歳以上 大正 14年４月２日より以前生まれの方 

 
【接種期間】  令和8年3月３１日（火）まで （※休診日を除く） 
この期間に接種が完了できなかった場合、その後の接種は任意接種扱い（全額自己負担）となります。 

 

【ワクチンの種類】 2種類あり、接種方法や効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なって 

いますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。 

◎ワクチンの特徴 

 生ワクチン（ビケン） 組換えワクチン（シングリックス） 

接種方法 皮下に接種 筋肉内に接種 

接種回数と間隔 1回 2回（2か月以上の間隔をあける） 

接種条件 
病気や治療によって、免疫の低下してい

る方は接種できません。 
免疫の状態に関わらず接種可能 

※公費で受けられる予防接種は、生ワクチンまたは、組み換えワクチンどちらか一方、生涯一度限りと

なります。帯状疱疹ワクチンに対する予防効果、ワクチンの安全性等については別紙厚生労働省からの

リーフレットをご確認いただき接種するワクチンを決めてください。 

 

【接種回数】  １回（生ワクチン） または 2回（組換えワクチン）   

※生ワクチン（１回接種）を接種した方は２回目の予診票は不要となりますので破棄してください。 

※組換えワクチン（2回接種）を選ばれた方は年度内に２回接種を完了してください。 

（接種間隔は２ヶ月以上空ける必要があるため遅くとも１回目を令和８年１月中に接種する必要

があります。）     

②60～６４歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方 



 

【接種費用】  各医療機関が定める接種費用から市助成額を引いた額が自己負担額となります。 

           接種にかかる費用は、各医療機関へお問い合わせください。 

 生ワクチン（ビケン） 組換えワクチン（シングリックス） 

助成額 3,000円/回 6,000円/回 

非課税世帯※1への助成額 4,000円/回 11,000円/回 

※1市町村民税非課税世帯（同一世帯に属する全員が非課税である世帯）に属する方は、補助券 

（水色）を発行します。 
 

・補助券申請の際はあらかじめ接種するワクチンを決め、医療機関に予約のうえ必ず接種する前に 

健康推進課まで申請にお越しください。 （予防接種後に補助券の発行はできません。） 
 
・本人及び同一世帯以外の方が申請にお越しいただく場合は、 委任状が必要になりますので、健康 

推進課へお問い合わせください。 

・生活保護世帯の方へは社会福祉課より個別発送します。 
 

【接種方法】 下記の「接種実施医療機関」に、直接又は電話で必ず事前に予約をしてください。 

（市外の医療機関で接種をご希望の方は、健康推進課までお問い合わせください） 
 

【持 ち 物】 ・同封の予診票（肌色） ・マイナ保険証等 ・接種費用 ・診察券（ある方） 

・補助券（水色）【※1の該当者で事前に申請した方】 
 

 予防接種健康被害救済制度について 
 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害（病気になったり障害が残ったりする
こと）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできな
いことから、救済制度が設けられています。制度の利用を申し込むときは、予防接種を受けたときに住民票
を登録していた市町村にご相談ください。 
 
  

令和7年度 帯状疱疹ワクチン予防接種実施医療機関一覧表   （岡谷市50音順） 

 医療機関名 住 所 電話番号 

1 出早クリニック 岡谷市長地出早2-4-6 78-8152 

2 今井整形外科   〃 長地権現町3-2-12 28-9933 

3 今井内科・胃腸科クリニック   〃 今井 1211 24-8688 

4 牛山医院   〃 天竜町3-2-23 78-1192 

5 岡谷市民病院   〃 本町4-11-33 23-8000 

6 釜口医院   〃 天竜町3-12-22 22-2089 

7 酒井医院   〃 本町2-1-2 22-2121 

8 さくら並木クリニック   〃 赤羽3-7-55 78-7876 

9 サツマ外科医院   〃 本町3-10-7 22-5180 

10 諏訪湖畔病院   〃 長地小萩 1-11-30 27-5500 

11 つるみね共立診療所   〃 川岸上 1-22-21 22-6680 

12 野村ウイメンズクリニック   〃 中央町3-1-36 24-1103 

13 林外科医院   〃 長地小萩3-12-27 28-1200 

14 林内科・循環器科クリニック   〃 長地小萩3-12-24 26-8100 

15 向山内科医院   〃 塚間町 1-2-20 23-6272 

16 山崎医院   〃 東銀座 1-8-19 22-3287 

17 祐愛病院   〃 南宮2-2-34 23-0222 

お問い合わせ：岡谷市役所 健康推進課 保健予防担当  電話２３－４８１１（内線１１８２） 


